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民生環境常任委員会会議録 

 

～～～～～～～～～～～～ 

日     程 

 

日  時    令和７年１１月２７日（木）  

      組合議会定例会休憩中  

場  所  米子市淀江支所 議場 

 

１ 開  会 

２ 審査事項 

議案第１９号  鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例及び鳥取県

西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例の一部を

改正する条例の制定について 

議案第２０号  鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例の一部を改

正する条例の制定について 

議案第２１号  鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場の指定管理者の

指定について 

３ 所管事務調査 

（1）第２次鳥取県西部広域市町村圏計画（実施計画）に係る令和６年度事業

の実績報告について 

（2）リサイクルプラザ及び米子浄化場における民間委託について 

４ 閉  会 

 

～～～～～～～～～～～～ 

出 席 者 （７名）   

委 員 長 土  光    均   副委員長    勝 部  俊 徳  

委   員 奥 岩  浩 基   委   員    今 城  雅 子  

委   員 渡 辺  穣 爾   委   員  森 岡  俊 夫  

委   員 景 山   浩     

 

～～～～～～～～～～～ 

欠 席 者 （１名） 

委   員 山 本  芳 昭      
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～～～～～～～～～～～ 

説 明 の た め 出 席 し た 者 

事務局長 深田  龍 事務局施設管理課長 本池  将 

事務局総務課長 米田 克宏 
事務局施設管理課施設長（米子浄 

化場）兼浄化場維持担当課長補佐 
小林 祥弘 

事務局総務課長補佐兼入 

札財政担当課長補佐 
近藤  隆 

事務局施設管理課ごみ処

理施設維持担当課長補佐 
安田  憲 

事務局総務課企画情報担 

担当課長補佐 
安田 香織 

 
 

 

～～～～～～～～～～～ 

議 会 担 当 職 員   

書 記 長  瀬尻 か お り 書  記 伏野 哲彦 

 

～～～～～～～～～～～ 

１  開  会 

（午後２時１７分） 

 

〇土光委員長 ただいまより、民生環境常任委員会を開会いたします。  

本日は、山本委員から欠席の届出がありましたので、御報告いたします。 

 

～～～～～～～～～～～ 

２  審査事項 

 

〇土光委員長 それでは、日程２、審査事項に入ります。  

先ほど、本会議から付託されました議案３件について、審査をいたします。な

お、審査事項は、お手元に配付しております日程書のとおりでございます。  

では、議案第１９号、鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例及び鳥取県西

部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例の制定について

を議題といたします。  

当局の説明を求めます。  

本池施設管理課長。  

〇本池事務局施設管理課長 それでは、議案第１９号を説明させていただきます。

資料につきましては、議案概要を用いまして説明をさせていただきます。  

まず、こちらの議案につきましては、１０月２８日に本委員会で説明させてい

ただいた内容でございまして、手数料等審議会の答申に基づいて、この火葬場使

用料、それから不燃物処理手数料を改定しようとするものでございます。  
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主な改定内容といたしまして、右側の説明欄に記載がございますとおり、火葬

場条例の一部改正の関係といたしまして、（１）火葬場使用料の額の改定につきま

しては、圏域内居住者（大人）の火葬１体に係る使用料につきましては、現行１

万２，０００円を１万８，０００円に改定することといたしまして、その他の使

用料につきましては、改定率１．５倍と同率で改定することといたすものでござ

います。  

また、この次のイ、ウの項目につきましては、この一部改正の施行日前後の料

金の徴収に係る取扱いを定めた附則を制定するものでございます。  

続きまして、裏面でございます。２ページ目でございます。こちらのほうには

２つ目といたしまして、リサイクルプラザ条例の一部改正関係といたしまして不

燃物処理手数料の額の改定という記載にしてございます。  

（１）のリサイクルプラザ不燃物処理手数料の額の改定といたしましては、現

行、１０キロ当たりの１７８円に対しまして、４８０円に改定するものでござい

ます。また、イの項目につきましては、３年間で段階的に改定を行う形としてお

ります。（ア）、（イ）に記載していますとおり、１年間１００円ずつ段階的に改定

を行うものでございます。  

また、（２）につきましては、こちらも先ほど火葬場条例で説明した内容と同じ

内容でございまして、一部改正の際の施行日前後の料金の徴収に係る取扱いを定

めた附則を設定するものでございます。  

最後に、施行期日といたしまして、令和８年４月１日を予定してございます。  

説明は以上でございます。  

〇土光委員長 当局の説明が終わりました。  

これより質疑に入ります。委員の皆さんの質疑をお願いいたします。  

〔「なし」と声あり〕  

〇土光委員長 別にないものと認め、質疑を終わります。  

続いて、討論を行います。討論はございませんか。  

〔「なし」と声あり〕  

〇土光委員長 別にないものと認め、討論を終わります。  

これより、本件について採決いたします。  

議案第１９号、鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例及び鳥取県西部広域

行政管理組合リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例の制定について、原案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と声あり〕  

〇土光委員長 異議なしと認めます。  

よって本件は、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決しました。  

次に、議案第２０号、鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。  
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当局の説明を求めます。  

本池施設管理課長。  

〇本池事務局施設管理課長 それでは続きまして、議案第２０号の説明をさせて

いただきます。資料につきましては、議案概要、それから議案第２０号の参考資

料Ａ４の横書きのものでございます。こちらを用いまして説明させていただきま

す。  

まず、この火葬場条例の一部改正に当たりまして詳細に説明したものが参考資

料となってございますので、議案第２０号の参考資料を用いて説明させていただ

きます。この火葬場条例の一部改正に至った理由といたしまして、桜の苑におけ

る焼骨の取扱いについて、これに関わります規定の整備でございます。最初の書

き出しの部分で現状の課題をまとめて記載してございます。  

まず１点目のところでございますが、近年の少子化などの影響によりまして墓

地の承継者がいないなどの理由から、墓じまいが広く行われている背景がござい

ます。それによりまして、火葬後の焼骨の引取りに関する利用者からの相談が非

常に増えている状況でございます。こちらが年間約１２０件程度に増えているも

のでございます。  

それからもう１点、身寄りのない方などの焼骨につきましては、市町村が保管

するということになってございますが、その保管場所の確保が困難になっている

状況でございます。こちらの身寄りのない方の火葬の件数につきましては、年間

約３０件程度ある状況でございます。これらのことを踏まえまして、桜の苑にお

ける焼骨の取扱いについて検討いたしたものでございます。  

まず、真ん中の１番目でございます。桜の苑での対応と現状ということで、流

れを記載してございます。上の青いライン、こちらが下の４角囲いに囲ってござ

います火葬場条例に基づいて火葬からの流れでございます。  

まず通常の場合、火葬場条例の規定によりまして、使用者の方は焼骨の引取り

をしなければならないという規定になってございますので、焼骨の収骨を義務づ

けているものでございます。その後、収骨した焼骨につきましては、墓地に収蔵

していただくと。その際収まりきれなかった焼骨につきましては、収骨後の残骨

といたしまして外部処理いたしまして、最終的に、四角く丸囲いしております石

川県輪島市にあります寺院のほうで、最終的に合祀供養するという流れでござい

ます。  

また、その左から下に伸びている緑色のラインでございます。こちらは構成市

町村、それから自治体の長が法律の行為で行います流れでございまして、こちら

が身寄りのない方などの場合は自治体職員が収骨を行い、納骨堂に保管する流れ

でございます。その中で、真ん中に黒い点線で書いてございます焼骨を引き取る

ことができない場合ということがございまして、こちらが火葬場の使用者、いわ

ゆる喪主になられる方が死亡者の知人ですとか、近隣の住民、それから最近です
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と支援者の方がいらっしゃったりということで、火葬は行えるんですけども、焼

骨、遺骨の引取りができないという場合は、これも自治体の事実行為といたしま

して、自治体が受領されて納骨堂に保管されていくという流れでございます。こ

の件数が大体年間３０件程度あるという状況でございます。  

これの対応といたしまして２ページ目にまとめたものでございます。２の変更

案といたしまして、こちらで今までの火葬場条例の流れの青いラインのところで、

変更点ということで黒い点線で囲っているものでございます。こちらで様々な事

情から、やむを得ず焼骨を引き取ることができないとなった場合、本組合が焼骨

の処分を行うことができるよう変更するものでございます。その際に、使用者が

誓約書への署名によって残骨と一緒に処理することができる規定を整備するもの

でございます。この誓約書の形を取りまして、その内容につきましては、取扱い

を指定管理者に一任ですとか、引渡し後の紛争等は署名者が責任を持つ、などの

記載によりまして、契約書への署名を求めて、この流れに沿って残骨として、最

終的に寺院にて合祀供養するという流れの整備を行うものでございます。  

資料は議案概要の２ページ目にお戻りいただきまして、２ページ目下の部分で

ございます。議案第２０号の部分でございますが、こちらに条例の主な改正内容

を記載してございます。  

まず、収骨をしない申出があった場合に規定の整備といたしまして、先ほど説

明させていただきました収骨をしない旨を申し出られた場合には、当該焼骨を処

分することができることとすると。  

次に、３ページ目の上のアスタリスクの部分でございますが、この使用者から

の収骨をしない旨の申出については、ア、イ、ウの記載、先ほど一部説明させて

いただきましたが、こういった条件を付した形で誓約書という書面を提出いただ

いた形を取るということにしてございます。  

また、その次の真ん中あたりのアスタリスクでございますけども、この使用者

のうち、下の黒ポツ３点にございます、それぞれの法律行為で行われる火葬につ

きましては、この規定は適用しないこととしてございます。具体的には墓地、埋

葬等に関する法律、これを基に火葬を行う市町村長、それから行旅死亡人取扱法

に基づいて火葬を行う市町村、それから大学の長、これらが適用しないこととさ

せていただいております。  

それから、一部改正の大きな項目の２つ目といたしまして、その下に２と書い

てございます、火葬場の管理を指定管理者に行わせるために必要な規定の整備と

いうことでございまして、こちらにつきましては、３ページ目と４ページ目にか

かる部分でございますけども、火葬場の受付の時間、それから火葬場の休場日を

定める条例はもともと規則のほうで定めておりましたが、これが地方自治法の例

にのっとりまして条例に再規定をする内容でございます。この併せて２つの一部

改正を行いまして。申し訳ありません。基本的に経過措置の部分がございまして、
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こちらは施行日前後の経過措置を設けまして対応するものでございます。  

次に、施行の期日でございますが、これは令和８年４月１日を予定としている

ものでございます。  

説明は以上でございます。  

〇土光委員長 当局の説明が終わりました。  

これより質疑に入ります。委員の皆さんの質疑をお願いいたします。  

今城委員。  

〇今城委員 御説明いただきました現状の年間で３０体を引き取ることができな

いという場合は、これまで自治体のほうが収骨をし、納骨堂にという、まあ年間

あるということで、この納骨堂そのものの規模的な問題も今後絶対出てくるとい

うことも踏まえてのことだとは思うんですけれども、とても認識はできるし分か

るわけなんですけれど、非常に唐突に、これまでの説明もなくこの議案として出

てきたということにちょっと違和感を感じるところがあります。現状としてこれ

はとてもよく認識もできるし、分かるなとは思うんですけれど、例えば、本当に

この許可というか、この３点というところの誓約書などを出すというところが、

指定管理者の方がここを請け負うということが本当に正しいのかどうなのか。正

しいという言い方はちょっと間違ってるかもしれませんが、適当なのかどうなの

かっていうほうが。指定管理者は市からの委託も含めての指定管理ですよねって

いうことを考えると、そこの事業者さんたちにこの責務とか、この事務的な手続

きは別にあるかもしれませんが、最終的な確認みたいなところとか、受け取るた

めの手続きの最終責任といいますかね、そこのところっていうのがここになるの

か。実際は各市町村とかで焼骨とかの許可を出している以上は、その時点できち

っとした形で市町村長の責任としてやるべきなのではないかと私は思うんですけ

ど、この今、現状の議案でなっているもの、条例として制定するということにつ

いては、そういう形ではなくて指定管理者さんになっているっていうことのなぜ

そうなったのかということと、その妥当性についてどのようにお考えなのか教え

てください。  

〇土光委員長 深田事務局長。 

〇深田事務局長 まず、今回の議案の改正でございますが、事前の説明が足りな

かったという点については反省させていただきます。  

先ほど、課長のほうから説明がありましたように、現状、桜の苑において、お

墓を持っておられないなどの理由で、年間約１２０件ぐらい、引取りしたくない

んだけども、という問合わせがございます。これにつきましては、大変申し訳な

いですが現状の条例では、こちらで引き取ることはできませんということでお返

しさせていただいているところでございます。ですので、その後どうなっている

かということについてはちょっと把握しておりません。  

年間３０件といいますのは、これは身寄りのない方が、あるいは判明しない方



 - 7 -

が火葬を行った場合は、埋葬に関する法律によりまして死亡地の市町村長がこれ

を行わなければならないということが年間３０件でございます。これにつきまし

て共同の納骨堂中に収められているところでございます。お尋ねのあった点で、

誓約書の宛名についてでございますが、その一任する先でございますが、事務的

な手続で、まだ詰め切れてないところがございまして、こちら西部広域行政管理

組合あるいは火葬場の指定管理者を想定しているということでございまして、現

状につきまして、事務的な手続でどちらを当てはめるかということについては、

まだ決めておりませんが、いずれにしましても、指定管理者が行う業務というの

は条例にきちんと定めがございますので、その一任する先としては最終的にはそ

こに直に当てはまらないものであれば、西部広域行政管理組合が責任を負うので

はないかと思いますので、西部広域行政管理組合が最終的にはその一任を受ける

という形になろうかと思います。条例の中では、指定管理者には、施設の維持管

理ですとか、自主事業ですとか、そういった運営に関することを定めてございま

すので、宛先としてこれが指定管理者とすることが適当かどうか、来年度の指定

管理者についてまた議案でもお諮りいたしますが、そちらのほうと、改めて協議

をさせていただきたいと思っております。  

以上でございます。  

〇土光委員長 今城委員。  

〇今城委員 答弁は分かりましたし、年間に３０体というのは違うというところ

は認識が違っていましたので、１２０ぐらいあるということは承知いたしました。    

ただし、それならば、なおさら引き取ることができないっていうのは、要は親

族と言われたりとか指定されたりとかみたいなことがあっても、亡くなった方の

お墓そのものが無かったり、あるかもしれないけど、それをどこにあるのかとい

うことが分からないっていうようなこともあったりして、引き取ることやそれを

お墓に納骨という行為ができないというようなことになるのだということなんだ

と思うんですけれど、それならなおさらのこと遺体を焼くという行為の段階でど

うなのかってことはもう分かるわけですよね。遺骨がその後は残るってことは分

かっているので、その段階できちんと市町村が責任持ってやるべきことじゃない

かなと。そういうことが、遺骨になったときに骨の収骨もしませんし、その後は

何とでもしてくださいっていうことがその後に起こってきて、西部広域でその責

任を持ちますとか、もしくは、それはあまりないのかもしれませんけど、今の答

弁だったら指定管理者が行いますというのは、非常に何か違和感がありますよね、

亡くなられた方の尊厳も含めて。また、それをどういうふうに納骨してあげれば

いいのかっていうことをとっても困られる遠い親族さんとかね、という方たちの

ことを考えたときに、非常にドライに考えれば別にいいじゃんって思うようなこ

とになるのかもしれませんけれど、１人の方が亡くなったという尊厳に対してど

ういう受け止め方をし、どういうふうに最後のことを扱ってあげるのかっていう
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ことについてのことっていうのが、ドライでいいと思われるならそうかもしれま

せんけど、ちょっとこの考え方みたいなのが、現状に鑑みると、そうですねって

思うところはとっても納得できるところではあると同時に、その方がずっと生き

てこられたということに対しての最後のところで、それでいいじゃん別に、とい

うような扱いで本当にいいのかっていうところがとても心配になりますし、これ

から検討しますっていうことをさっき局長がおっしゃいましたが、施行の期日は

来年の４月１日ですよねっていうところまでにきちっと今、条例化したものをと

すると、一体どこでどういうふうに修正なり明確化なりをするんでしょうかって

いうところを考えると、この条例にあまりにもその辺がぐすいというか、そうい

うところが全く書かれてないのに、記載もされてないのに、どういうところで運

用するということについてのことを担保するのかってことが私には分からないの

で、今の段階で。この条例は一体何なんでしょうっていう。後で適当に付け足し

ますよみたいな条例を、ここで本当に作っていいのかどうなのかっていうことに

とても違和感を感じるところなんですけど、考え方としてはいかがですか。  

〇土光委員長 深田事務局長。 

〇深田事務局長 失礼しました。市町村のほうの責任でということでございます

が、市町村のほうでは、火葬に対する許可をお出しするものだと考えております。

その火葬許可書を持って、桜の苑に来られるわけでございまして。その許可があ

るものについて火葬に付させていただくということで、その連絡につきましては、

事前に市町村のほうからいただくようには事務手続でお願いするように今考えて

いるところでございます。非常に難しい問題だとは思いますが、その亡くなられ

た方の尊厳を考えて、ドライに考えるのか、またその尊厳を、非常に重く考える

のかというところではございますが、最終的には、この焼骨につきましては、輪

島のほうの寺院におきまして一緒に合祀供養するというところを考えておりまし

て、後に親族の方がよくそちらのほうに、まあ分からないんだけども、そちらに

行って拝みに行きたいという方もおられますので、そういった場所等の御案内も

していただきまして、亡くなられた方の後々の心情には十分配慮していきたいと

考えております。  

また誓約書のほうですが、これちょっと条例にはうたっておりませんが、その

辺り、西部広域行政管理組合として最終的には責任を持つように、事務手続、規

則のほうでは定めさせていただきたいと思います。条例の中にはうたっておりま

せんが、そのように考えてまいりたいと思っております。  

〇土光委員長 今城委員。  

〇今城委員 はい、すみません。今、御説明いただいたことも、それから実際問

題の実務的なところでね、とても大変な思いをしておられるというとこもよく分

かりましたので、そこはそれとして検討はさせていただきたいと思いますが、そ

の責任の所在とかっていうところについてとか、また、システム的なところでど
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ういうところがやっぱりネックになるのかっていうところをもう一度しっかりと

検討していただいた上で、やっぱり報告を、運用の方法としてのことも含めて、

後ほどといいますか、今ではないと思いますので、施行になる前に報告をしてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

〇土光委員長 ちょっと今の答弁確認したいんですが、一任先について今、出さ

れている条例案に関しては、一任先がどこかというのは条例案の中には明確には

規定をされていない。施行規則でそれを決める。そういうふうな理解でいいんで

すか。  

 深田事務局長。  

〇深田事務局長 はい、そのとおりでございます。 

〇土光委員長 では、全部書くということでお願いします。 

深田事務局長。 

 

 

〇深田事務局長 議案のほうを・・・。  

（「委員長、ちょっと議事進行。」と渡辺委員）  

〇土光委員長 いいんですか、回答は。じゃあ回答がありますか。答弁しますよ

ね。はい、どうぞ。 

〇深田事務局長 はい。議案第２０号について御覧いただきたいと思います。そ

ちらのほうですね、議案書の１１ページでございます。収骨につきましての規定

が記載してございまして、その中で、１２ページの条例第７条の第３項でござい

ますが、第１項の規定では、使用者のほうで焼骨を引き取らないといけないとい

うことで書いてございますが、「第１項の規定にかかわらず、使用者が、規則で定

めるところにより同項の規定による収骨をしない旨を申し出たときは、管理者は、

当該焼骨を処分することができる」となってございますので、これは条例のほう

には記載がございませんで、規則で定めるとさせていただいているところでござ

います。  

以上でございます。  

〇土光委員長 ほかに。勝部委員。  

〇勝部委員 ページでいうと１０ページになりますが、第３条の２についてです

ね、お伺いしたいんですが。第３条の２が基本的にいわゆる条例事項を満たして

ないとか、そういうことは決して申しませんが、今後、この次の改正があったと

きに御検討いただければというふうにちょっと御意見として質問申し上げたいん

ですけれども、この第３条の２が、こういう場合には許可を禁止しますと書いて

あるんですけど、その目的と行為が記述してないと私は思うんです。例えば１０

ページの第２条、第２条の３、例えば３条と、何々しようとする者はとか、火葬

場の休場日はとか、いわゆる主語みたいなのがあるんですよね。これには、改正
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前には使用という言葉が実質の主語みたいになっているんですよね。それについ

て条件はこういう条件などを禁止しますとか、整備をしますとか、こういうこと

なんですけれども。この改正後は、この使用という言葉は全然出てこないんで、

これが逆に微妙にちょっと私は消化不良なんですが。私的に言わせれば、第３条

には、管理者は火葬場の使用に関し、次の各項に当てはまる場合には、これは禁

止しますっていうのが普通の言い方じゃないかと思うんで。これが全てこの条例

での検分で駄目とは言いませんけれども、こういう私の意見について、どのよう

な御見解をお持ちか、それだけお伺いしたいと思います。  

以上。  

〇土光委員長 深田事務局長。 

〇深田事務局長 今の勝部委員の御指摘につきまして、そのとおりではないかと

考えますので、今後、主要の整理の中で検討させていただきたいと思います。  

〇勝部委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。  

〇土光委員長 ちょっと、今後検討するって、この議案はこれで出てるんで。  

〇深田事務局長 すみません、説明が足りず申し訳ありません。今後、この条例

につきまして、今の時点ではございません。今後、改正を図る時点で検討させて

いただきたいと考えております。  

〇土光委員長 ほかにありませんでしょうか。よろしいですか。  

ほかにないものと認め、質疑を終わります。  

続いて、討論を行います。討論はございませんか。  

〔「なし」と声あり〕  

〇土光委員長 別にないものと認め、討論を終わります。  

これより、本件について採決いたします。  

特に反対意見というのはなかったので、議案第２０号、鳥取県西部広域行政管

理組合営火葬場条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり可決す

ることに御異議ありませんか。  

〔「異議なし」と声あり〕  

〇土光委員長 御異議なしと認めます。  

よって、本件は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  

次に、議案第２１号、鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場の指定管理者の指

定についてを議題といたします。  

当局の説明を求めます。  

本池施設管理課長。  

〇本池事務局施設管理課長 続きまして、議案第２１号の説明をさせていただき

ます。資料につきましては、議案概要の４ページ目でございます。こちらにつき

ましても、先ほどの使用料・手数料と同じく１０月２８日の本委員会で説明させ

ていただいた内容でございます。指定管理者選定委員会の答申に基づき、指定管
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理者を指定するものでございます。資料につきましては、議案２１号の参考資料

①を御覧いただけますでしょうか。ここの記載内容は、１０月２８日に説明させ

ていただいた内容からほとんど変わってございませんが、３番目の答申結果とい

たしまして、現行の指定管理者を第１順位者として優先交渉権者との答申が出た

ものでございますので、この者を指定するというものでございます。  

それから、答申書のほうが議案第２１号の参考資料②になってございます。こ

の最後に実際の指定管理者候補者選定基準の評定票をつけてございます。まず第

１順位者のみ、選定基準に基づいて配点いただいた詳細の項目の点数をつけてご

ざいます。こちらの１ページ目が第１順位者の配点でございます。それから裏面

につきましては、第２順位者のほうの評定票をつけてございます。こちらのほう

につきましては、第２順位者への配慮といたしまして大項目の点数のみを記載さ

せていただいております。  

説明は以上でございます。  

○土光委員長 当局の説明が終わりました。  

これより質疑に入ります。委員の皆さんの質疑をお願いいたします。  

〔「なし」と声あり〕  

○土光委員長 別にないものと認め、質疑を終わります。  

続いて、討論を行います。討論はございませんか。  

〔「なし」と声あり〕  

 

 

別にないものと認め、討論を終わります。  

これより、本件について採決いたします。  

議案第２１号、鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場の指定管理者の指定につ

いて、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と声あり〕 

○土光委員長 御異議なしと認めます。  

よって本件は、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決しました。  

以上で、当委員会に付託されました議案の審査は全て議了いたしました。  

 

～～～～～～～～～～～ 

３  所管事務調査 

 

○土光委員長 続きまして、日程３、所管事務調査に入ります。  

調査事項は２件です。これらについて、当局より順次報告を受けたいと思いま

す。  

初めに、（１）第２次鳥取県西部広域市町村圏計画（実施計画）に係る令和６年
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度事業の実績報告についてを調査事項といたします。  

当局より調査事項の説明を求めます。  

米田事務局総務課長。  

〇米田事務局総務課長 では、資料１を御覧ください。第２次鳥取県西部広域市

町村圏計画実施計画、令和６年度事業の実績報告書（案）について御説明をさせ

ていただきます。先ほどの総務消防委員会のほうと説明が重複する部分もありま

すけれども、御了承ください。  

はぐっていただきまして、１ページ目を御覧ください。第２次鳥取県西部広域

市町村圏計画実施計画につきましては、第２次鳥取県西部広域市町村圏計画基本

計画で定めた方針や施策について、計画的に実施するための具体的な事業計画で

ございまして、令和８年度までの基本計画期間に加え、財政推計期間を記載する

ことで今後の１０年間の実施事業を示しております。  

大きな３番、事業実績の報告でございます。（１）年度別事業費合計でございま

すが、令和６年度の事業費は、計画額（当初予算額）ですが、４７億７１１万７，

０００円に対し、実績額が４７億７，８９６万７，０００円でございました。実

績額に占める一般財源、市町村負担金の額は、４０億７，７４０万８，０００円

でございます。  

（２）のほうで、令和６年度の事業費及び財源比較として詳細な表のほうをつ

けさせていただいておりますが、事業費が計画額に対し７，１８５万円増額とな

った一方で、市町村負担金は１億５，３０４万６，０００円減額となっておりま

す。事業費が増額となった主な理由は、各事業の工事費や委託業務の契約額が実

績により減額となったものの、財政調整基金積立金の額の確定による増のほか、

人件費が給与改定や退職者の増加によって増となったことによるものでございま

す。一方、市町村負担金が減額となった主な理由は、その他財源が２億５，３１

８万５，０００円増加したことでございまして、そのうち市町村負担金の減額に

影響があったものは、その下の、その他財源の主な内訳の中で上から２段目、前

年度繰越金が前年度決算剰余金の確定に伴って増加したもの、雑入として資源ご

みの再生用売払収入の増加があったこと、火葬場使用料が利用実績による収入増

があったことなどを挙げております。  

続きまして、２ページ目を御覧ください。令和６年度事業実績報告書でござい

ますが、民生環境常任委員会においては、２節・３節・４節・７節・１０節・１

１節の説明をさせていただきます。  

まず第２節、不燃物処理施設の設置及び管理運営（運転管理）でございますが、

上から、リサイクルプラザ維持補修事業、またその下のリサイクルプラザ運転管

理事業につきましては、いずれも契約実績及び補修部品の見直し等による減額。

また、電気料金の燃料費調整単価の契約実績等により減額になったということが

ございました。また、最終処分場管理事業につきましては、濃縮水の固化物処理
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量が減少したことによりまして、処理量の実績によって減額となっております。

その他含めまして、総額として５，２１５万９，０００円の減額となりました。  

はぐっていただきまして、第３節でございます。不燃物処理施設の設置及び管

理運営（新施設整備）の旧灰溶融施設（エコスラグセンター）解体撤去事業でご

ざいますが、令和６年度におきましては、エコスラグセンターの解体撤去工事の

発注に向け、ダイオキシン類等の事前調査及び解体撤去工事設計業務を実施いた

しました。その結果、契約実績の減により減額となっております。  

第４節につきましては、うなばら荘についてでございますので、そちらは廃止

しておりますので割愛をさせていただきます。  

はぐっていただきまして、５ページを御覧ください。第７節、火葬場の設置及

び管理運営でございますが、一番上の桜の苑維持補修事業でございますが、こち

らについては、契約実績による工事請負費の減額により減少しております。その

他含めまして、総額として３５８万１，０００円減額となっております。  

続きまして、６ページ目、第１０節でございます。し尿処理場の設置及び管理

運営でございますが、こちらにつきましても、一番上の米子浄化場維持補修事業、

また、その下の運転管理事業におきましても、契約実績等により減額となってお

ります。トータルとしましては、３，９８３万１，０００円減額となりました。  

はぐっていただきまして、第１１節でございます。ごみ焼却施設の設置及び管

理運営として新しいごみ処理施設に関するところでございますが、中間処理施設

用地取得事業につきましては、意見調整委員会の開催経費、検証委員会の開催経

費として計上させていただきました。また、最終処分場用地取得事業につきまし

ては、先進地視察を実施しなかったことにより減額となっております。また最後、

人件費でございますが、こちらについては退職者等ございましたので増額となっ

ておりまして、トータルとしましては、２，１８０万４，０００円の増額となり

ました。  

各節の説明は以上でございます。最後８ページですが、こちらについては、共

同処理事業ごとの実績について上段に計画額を、下段に実績額を記載させていた

だき、各市町村ごとの負担金の内訳を記載しておりますので御確認ください。  

説明は以上でございます。  

○土光委員長 当局の説明が終わりました。  

委員の皆さんの質疑、御意見をお願いいたします。  

〔「なし」と声あり〕  

○土光委員長 別にないようですので、質疑を終わります。  

次に、（２）リサイクルプラザ及び米子浄化場における民間委託についてを調査

事項といたします。  

当局より説明を求めます。  

本池施設管理課長。  
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○本池事務局施設管理課長 それでは続きまして、資料２を用いまして説明させ

ていただきます。リサイクルプラザ及び米子浄化場の民間委託につきましての御

説明でございます。  

この件につきましては、現在、組合が直営で管理をしておりますリサイクルプ

ラザと米子浄化場について、令和３年から７年度にかけての第４次、それから令

和８年からの第５次の行政改革大綱実施計画に基づいて民間活力の導入を検討し

てまいりましたところ、運営管理の品質を維持した上で経費の削減と、より効率

的な運営が見込めると判断したものでございますので、これらの委託の方法につ

きまして御報告させていただくものでございます。  

まず、大きい見出しの１のところでございます。運営管理体制の現状と課題と

いうことでまとめてございます。こちらにつきましては、まず、（１）の定年退職

ですとか定員適正化方針などによりまして、専門技術職員の将来的な職員の減員

により専門技術職員の確保ですとか、技術の継承が困難となっておりまして、施

設の安定稼働、それから突発的な故障への施設への対応などの懸念が生じるおそ

がございます。また、（２）指揮命令系統の複雑化につきましては、現在、利用施

設を合わせまして約年間７５件の業務委託を個別に契約しておりまして、受託業

者が多数存在するような状況でございます。これによりまして、特にリサイクル

プラザにおきましては業務の指揮命令系統が複雑化いたしまして、業務効率の低

下を招いている点が挙げられます。  

これらの課題を解決するために、大きい見出しの２の委託方法の検討をしたも

のでございます。まず、（１）の委託範囲につきましては、両施設とも施設管理全

体を一体として委託するものでございます。また、（２）の委託の期間につきまし

ては、それぞれ両施設とも令和９年度から令和１３年度までの５年間とさせてい

ただきたいと考えております。この理由といたしましては、リサイクルプラザが

令和１３年度末で稼働を終了する予定であること、それから米子浄化場は令和１

４年度から米子市の下水道施設に機能集約が決定していることでございます。  

（３）の委託の方法（案）につきましては、それぞれ施設ごとに適した手法を

採用したいと考えております。  

まず、リサイクルプラザにつきましては指定管理者制度を導入いたしまして、

こちらの理由といたしましては、住民や事業者からのごみの直接搬入許可証の発

行といった行政行為がございますので、指定管理者制度を適用したいと思ってお

ります。  

また、米子浄化場につきましては、こちらは住民向けの直接的なサービスがご

ざいませんので、し尿などの搬入に関わる許認可の行政行為も非常に少ないこと

でございますので、施設の維持管理が主目的であることから、包括的民間委託の

形を取りたいと考えてございます。  

続きまして、２ページ目でございます。大きい見出しの３といたしまして、実
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現性の調査（民間事業者へヒアリング等）でございます。両施設ともそれぞれ既

存職員の再雇用ですとか経費の削減効果といたしまして、この表の一番下の部分

でございます。リサイクルプラザは最大で約２億９，０００万円、浄化場でも約

６，３００万円の経費の減額が見込まれる結果となってございます。この数字に

つきましては、いずれも５年間の経費となってございます。  

これらのことから、今後の予定といたしまして、本日、この常任委員会へ方針

を報告させていただいた後には、令和８年１月から２月にかけまして、指定管理

者制度の導入のための条例改正ですとか、委託に関わる債務負担行為の設定など

を盛り込んだ令和８年度の当初予算案の上程を予定させていただきまして、その

後、令和８年度中にはそれぞれの事業者の選定・選考事務を行いまして、令和９

年４月から新体制へ移行したいと考えてございます。  

その下、別表としてまとめてございます構成市町村負担金の減額の見込みでご

ざいます。こちらは、最も削減効果の高い事業者の見積りで試算した結果でござ

いまして、５年間で約３億６，０００万円、年平均で約７，２００万円の構成市

町村負担金の軽減が見込まれる結果となってございます。  

続きまして、３ページ目でございます。こちらの参考資料につきましては、１

番の本組合の見込経費と民間事業者見積金額の比較表を記載してございます。こ

ちら両施設ともですね、委託料と工事請負費、委託料は真ん中辺り、工事請負費

は下の部分にありますけども、こちらの項目の経費の圧縮が見受けられるように

なってございます。まず委託料につきましては、リサイクルプラザの場合、施設

の全体管理と中央操作業務、運転業務を一体化いたしまして、経費の圧縮が図ら

れる予定となってございます。また、浄化場のほうの委託料につきましては、独

自ルートによります自社調達ですとか、関連企業からの調達により経費の圧縮を

図られるという予定でございます。それから工事請負費につきましては、両施設

とも自主施工ですとか関連企業への一括発注などによりまして、経費の圧縮を図

るというふうに伺ってございます。  

その次、最後でございますが、４ページ目には、それぞれ両施設の民間委託の

業務体系案というものとそれぞれの施設の成り立ち、経緯を記載したものでござ

います。こちらにつきましては、後ほど御確認いただければと思います。  

説明は以上でございます。  

○土光委員長 当局の説明が終わりました。  

委員の皆さんの質疑、御意見をお願いいたします。  

奥岩委員。  

○奥岩委員 すみません、何点かお願いします。まずは１ページ目、一番最初の

ところで、１の（２）指揮命令系統の複雑化っていうことで御説明いただいたん

ですけど、これが民間委託されると、現在複雑化されているところは指令系統が

多元化してるのが一元化するっていうようなことですか。４ページ目のところを
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見ると。案で先ほど御説明をいただいたんですけど。  

○土光委員長 深田事務局長。  

○深田事務局長 ４ページ目の２番に書いてございますが、（２）の米子浄化場の

ほうにつきましては、そのとおりでございます。  

ただ、リサイクルプラザのほうの四角囲みで囲ってございます４業務でござい

ますが、これは組合の指定業者に委託ということで、随意契約で行っているもの

でございます。それぞれ、最終処分場に運びます不燃物残渣等を、地元との協定

によりまして、そこを運営している業者でないと運び込んではならないなどとい

った理由で、随意契約をしているものが４件ございますが、それ以外のものは一

本化するつもりでございます。  

○土光委員長 奥岩委員。  

○奥岩委員 了解しました。（１）のところでも御説明いただいたんですけど、人

も減っていますし、なかなか難しいだろうなっていうところは予見されますので、

こういった形でというのは理解させていただきます。  

あと、削減効果のところですね。２ページ目と３ページ目のところで、２ペー

ジ目の３、ヒアリングのところで大きく書いていただいたところと、３ページ目

の参考資料で簡単な積算根拠を出していただいたところで、最初ですね。２ペー

ジ目の３を見たときに、業者さんによっては増額されたり減額されたりっていう

ので、どっちかなっていうようなところがあったんですけど、先ほど３ページ目

のところで御説明いただいたんですが、リサイクルプラザさんのところに関して

は業者ＡさんとＢさんで記載をしていただいているんですけど、減額するほうと

増額するほうとありまして。先ほども御説明いただいたんですが、この差は、ま

あ金額にも書いてあるんですけど。特に人件費のところですけど、何でこんなに

変わるのかなっていうのが率直な疑問だったんですけど、もう一度御説明をお願

いできますでしょうか。 

○土光委員長 本池施設管理課長。 

○本池事務局施設管理課長 この業者Ａ・Ｂの予算につきまして、これもヒアリ

ングの段階で確認させていただいた内容でございますが、まずＡ社のほうは、基

本的に減額が可能だということをヒアリングさせていただきましたが、業者のＢ

につきましては、やはり現段階で見積りということで、あくまでも最大限を見込

んだという金額にされていらっしゃいまして。その際に、減額効果が可能かどう

かっていうのを確認させていただきまして、減額については十分対応ができるの

でということで、あくまでも現在は、この時点ではヒアリングだけの最大限見込

んだ見積りだということで確認をしているところでございます。  

○土光委員長 奥岩委員。  

○奥岩委員 そういうことでしたら理解いたしました。最近というか、ここ数年、

かなりインフレに振ってきていますので、ある程度この削減効果がどのぐらいあ
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るかっていうのが、組合の行政のほうで単年度、６年度幾らだったから７年度も

同じになるっていうのがなかなか通用しないような状況になっていまして、民間

さんからも見積りをいただいても、単純にそれが減額なのか増額なのかっていう

のが、ここも物価上昇を加味して計算していただいたとは書いてあって、御説明

もいただいたんです。なかなか難しいところになりますので、ちょっとこの経費

削減効果っていうところは、ある程度行政でやっても上がっていくよっていうよ

うな前提で見ていただいているとは思うんですけど。そういった形でちょっと見

させていただきたいなと思いますので、あまりにも大きく減額できますよってい

うふうに出てくると、逆に少し現実的ではないのかなっていうような気もします

ので、一定、現状、現在組合でやってるような価格と同じような価格でできます

よとか、多少、少しの増額で継続できますよというようなことも十分にあり得る

かと思いますので。期間はございますので、いろいろそのあたりのところも現実

的なところ、もう一度ヒアリングの可能性があるのか、この後はプロポーザルで

すかね、とかになってますので、いろいろと研究していただけたらと思いますの

で、よろしくお願いします。  

以上です。  

○土光委員長 深田事務局長。  

○深田事務局長 先ほど課長のほうがお答えしたように、この業者につきまして、

実際には、参画をされる際には再度、費用精査するということを伺っております。

今現在お示ししている組合の数値につきましても、令和６年度の決算見込額を基

に物価上昇を加味した推計値ということで少し前になりますので、その辺につい

ても改めて精査していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。  

○土光委員長 ほかにありませんか。  

今城委員。  

○今城委員 奥岩委員さんと同じようなことになるのかなとは最終的に思ってい

るんですけれども。米子市の下水道のほうでもウォーターＰＰＰで動き始めてい

るということを考えますと、全体的な考え方からして、このような民間委託に向

かっていくよという意味での御報告というふうに受け止めさせてもらえるかなと

いうふうに思っています。  

実際の稼動といいますか、この委託の期間っていうのが令和９年度からという

ことになっていますので、まだ１年はありますねっていう意味で、先ほど御説明

いただいたことだなというふうに思っていますが、その間に例えば令和８年の１

月の議会のところで条例改正とかっていう形にもなっていて、このリサイクルプ

ラザの条例改正っていうのがどういう、まあ指定管理のっていうことですと書い

てありますから、そういう形なのかなとは思っているところですけれども。例え

ばリサイクルプラザについての指定管理であったとしても、また浄化場のプロポ

ーザルにしても、どういうものを要求し、どういうものを満たしてほしいのかっ
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ていうことが全く分からなくて条例化されるっていうのはちょっとどうかしらっ

ていう気はしますので、その時点なのか、それよりも前なのか、どの時点でとい

うことがちょっとはっきり私もスケジュール感的にどうなのか分かりませんが、

少なくともこちらが要求する要求水準書っていうものについてのことを、いろい

ろ議会側からも、これについてはどうなんでしょうっていうようなことが言える

ということが何か必要なのじゃないかなっていうふうな気がしています。  

それを全て満たさなければ駄目というつもりはありませんが、やっぱり５年間

という長き間に委託をしていただく、仕事をしていただくっていうことについて

は、やっぱり大事な視点じゃないかなというふうに思いますので、そこはよろし

くお願いしますということと、下水道のウォーターＰＰＰのときにも米子市議会

のほうでも話をしたのですけれども、いくら今後の職員としての人材確保、人手

が少なくなってくるというところで、委託に回せる部分は委託に回して、そうで

ないところを市のほう、職員でしっかりやっていくっていうことは分かるんです

けれども、そのときに、結局、結果的に５年だった、これからだったら７年ぐら

いになるんでしょうか。たったときに、技術力を持った人が誰もいなくなったみ

たいな感じのことにはならないようにということは、もう多分心得ていらっしゃ

ることだと思いますが、今後進んでいく過程の中で、じゃあ具体的にはその辺あ

たりをどうするのかっていうところを教えていただきたいなと思います。  

２ページ、３のところで「雇用」っていうところが既存職員の再雇用に協力し

たいっていうふうに各社おっしゃってくださっているんですけど、この既存職員

っていうのが、どういう人であり、どういうあれなのかっていうのもよく分かり

ませんし、今の段階では。その人たちに技術の継承をするということなら、その

各事業者さんの雇用という形態が正しいのかというか、向いているのかどうなの

かっていうことも今の段階では、この表だけではちょっと分からないなっていう

ふうにも思ったりもします。技術の継承っていうのは、もちろん当然その業者さ

んがしっかり技術を持って当たってくださるっていうこともですが、その後、米

子市としての技術力っていうのはどうでもいいのかって。  

ある意味でいうと下水道と違うところは、最終的に令和１３年度以降はリサイ

クルプラザの稼働が、そこでごみ処理施設としての新たなものに変わっていくっ

ていうことなので、ということかもしれないですし、浄化場についても、下水道

に一本化されるっていう目星がついているからということで技術力はそんなに要

らないのっていうつもりならば、それもそれでいいんです。分かりましたって言

うしかないんですけど、本当にそういう形で今後進んでいっていいのかなってい

うのも、今の段階でいうと、ちょっと疑問があるかなっていうふうに思いますの

で、そういうちょっと詳細な部分をまた教えてくださればと思いますので、よろ

しくお願いします。  

○土光委員長 深田事務局長。  
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○深田事務局長 現時点でお答えできる点についてお答えさせていただきます。

まず令和８年１月組合議会臨時会でのリサイクルプラザ条例の改正でございます

が、これは指定管理者、先ほど桜の苑でもございましたが、指定管理者に行わせ

ることができる、あるいは指定管理者が行うことができる業務というのを定めよ

うとするものでございます。その後、要求水準ですとか、選考基準につきまして

は、この予定表では４月、５月と書いておりますが、できればもうちょっと早く

考えていきたいと考えております。  

それで、あともう１点、表の中の既存職員の再雇用というところでございます

が、これは基本的には、現在、会計年度職員さんが、リサイクルプラザにつきま

しては７名、浄化場につきましては５名勤務しておられます。それを中心に考え

ているところでございます。先ほど、今城委員さんがおっしゃいましたように、

米子浄化場につきましては、米子市の施設と統合することが決定しておりますし、

リサイクルプラザにつきましては、今後できます新しいごみ処理施設、これはま

だこれから決定していくことではございますが、ＤＢＯなど、ＰＰＰを活用した

施設運営に今後はなっていくのではないかと考えております。いずれにつきまし

ても、現場の職員に指導指示ができる、そういった職員というのは必要でござい

ますので、そういった体制を構築したいと考えております。  

〇土光委員長 ほかにありませんか。  

ほかにないようですので、質疑を終わります。  

 

～～～～～～～～～～～ 

４  閉   会 

 

○土光委員長 これをもちまして、民生環境常任委員会を閉会いたします。 

 

（午後３時２１分 閉会） 
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